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１．第１回WTで検討する範囲について

No 検討の論点 見直しの契機 関連個所 改定時期

１ 令和６年４月施行の障害者総合支援法等の一部改正の対応 制度改正 ２頁

令和６年
８月

２
新たに創設される就労選択支援が令和７年10月以降から利
用開始となることに伴う対応

制度改正 ３頁

３ 精神障害者保健福祉手帳の旅客運賃の割引対応 制度改正 ５頁

４
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交
付申請書等の見直し

一部制度改正 ７頁

５ PMHとの連携に関するPMH仕様書の変更等に伴う対応 制度改正以外 14頁

６ 令和６年12月２日の健康保険証廃止に伴う対応 制度改正以外 16頁

７
標準化PMOツールや関係省庁、検討会構成員からのご意見・
ご質問等を踏まえた機能の見直し

制度改正以外 20頁

○ 第１回WTで検討する範囲は以下のとおりとなります。

「特別児童扶養手当証書の廃止に伴う対応」について、省令案検討中のところ、標準仕様書3.0版（令和６年３月）において

対応していますが、その後の自治体からの意見を踏まえ、文言の見直し等を行うこととなったため、令和６年６月に標準仕

様書3.0版の正誤対応を予定しています。検討事項ではありませんが、確認対象として記載しています。

※ 「（別添）障害者福祉システム標準仕様書【第3.0版】正誤表」に記載の内容は、

「（別添）障害者福祉システム標準仕様書【第4.0版】案」にも反映しております。

23頁
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２．令和６年４月施行の障害者総合支援法等の一部改正の対応

○ 令和６年４月施行の障害者総合支援法等の一部改正の対応は以下のとおりです。施行後の自治体からの意見

を踏まえ、「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」様式例集の修正に合わせて標準仕様書4.0

版案を作成しています。

No 対応内容 修正箇所

１

「障害児通所給付費に係る通

所給付決定事務等について」

様式例集の修正に合わせて

帳票レイアウトの修正

06.障害福祉サービス等（受給者管理）

・帳票レイアウト

02_障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

04_障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

医療型児童発達支援について児童発達支援への統合に伴い帳票レイアウトを修正。

「児童発達支援」、「医療

型児童発達支援」を肢体不

自由のある児童に対して治

療を「行うものを除く」、

「行うものに限る」に修正
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○ 新たに創設される就労選択支援が令和７年10月以降から利用開始となることに伴う対応は以下のとおりです。

３．新たに創設される就労選択支援が令和７年10月以降から利用開始となることに伴う対応(1/2)

○ 新たに創設される就労選択支援が令和７年10月以降から利用開始となることに伴う対応は以下のとおりです。

No 対応内容 修正箇所

１
就労選択支援の創設に伴い

帳票レイアウトの修正

06.障害福祉サービス等（受給者管理）

・帳票レイアウト

01_（介護給付費等）支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書

03_（介護給付費等）支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書

23_障害福祉サービス受給者証

01_（介護給付費等）支給申請書兼利用者負担額減額・

免除等申請書、03_（介護給付費等）支給変更申請書兼

利用者負担額減額・免除等変更申請書の申請するサービ

スに「就労選択支援」を追加
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３．新たに創設される就労選択支援が令和７年10月以降から利用開始となることに伴う対応(2/2)

23_障害福祉サービス受給者証の十面の事業者記入欄に

「就労選択支援」を追加
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４．精神障害者保健福祉手帳の旅客運賃の割引対応(1/2)

○ 精神障害者保健福祉手帳の旅客運賃の割引対応は以下のとおりです。令和７年４月１日開始のＪＲグループや

旅客鉄道各社における精神障害者割引制度の導入に伴い、「精神障害者保健福祉手帳制度実施要領」を改正す

る予定としており、実施要領の改正に合わせて標準仕様書4.0版案を作成しています。

No 対応内容 修正箇所

１
旅客運賃の割引に関する項

目の追加

04.精神障害者保健福祉手帳

・機能・帳票要件 機能ID：0220393 を削除し、0221371 を追加

・帳票レイアウト 01_障害者手帳交付証明書 「旅客運賃減額」を追加、

03_障害者手帳交付決定通知書 「旅客運賃減額」を追加、

08_障害者手帳（紙様式） 「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」を追加

・帳票詳細要件 帳票レイアウトに追加した項目をシステム印字項目に追加

管理項目に、「旅客運賃割引コード」を追加

※ コード内容は第１種、第２種として、データ要件（基本データリスト

のコード一覧）に追加するようデジタル庁と調整

なお、令和８年６月のデータ標準レイアウト仕様の改版より、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額区分」（管理項目名：

（旅客運賃割引コード）を、中間サーバーへ登録することも予定されています。
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４．精神障害者保健福祉手帳の旅客運賃の割引対応(2/2)

「旅客運賃減額」を追加 ※ 第１種又は第２種を印字

「旅客運賃減額」を追加 ※ 第１種又は第２種を印字

「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」を追加

※ 第１種又は第２種を印字

帳票レイアウトの項目追加に合わせて、帳票詳細要件

のシステム印字項目も追加しています。
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５．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付申請書等の見直し(1/7)

○ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付申請書等の見直しは以下のとおりです。一部の

省令や通知様式について、マイナンバーの紐づけ誤りを誘発しない様式へ修正する予定としており、様式修正等

に合わせて標準仕様書4.0版案を作成しています。

No 対応内容 修正箇所

１
身体障害者手帳の交付申請

書等の見直し

02.身体障害者手帳

・帳票レイアウト 15_身体障害者手帳交付申請書、16_身体障害者手帳再交付申請書

・申請者欄の下に注意書きを追加

・「本人」の表記を「身体障害者本人」に修正

・保護者欄を下に移動

・保護者の居住地欄にある「□ 本人に同じ」を「□ 申請者に同じ」 に修正 等

・帳票詳細要件 帳票レイアウトの見直しに合わせた修正

２
療育手帳の交付申請書等の

見直し

03.療育手帳

・帳票レイアウト 12_療育手帳交付申請書、13_療育手帳再交付・再判定申請書

・「本人」の表記を「知的障害者本人」に修正

・保護者の居住地欄にある「□ 本人に同じ」を「□ 申請者に同じ」 に修正 等

・帳票詳細要件 帳票レイアウトの見直しに合わせた修正

３
精神障害者保健福祉手帳の

交付申請書等の見直し

04.精神障害者保健福祉手帳

・帳票レイアウト 09_障害者手帳交付申請書、10_障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書

・「申請者（精神障害者本人）」を「精神障害者本人」に修正

・家族の連絡先欄を下に移動し、説明書きを修正

・申請書を提出した者欄の上部に説明書きやチェック欄を追加 等

・帳票詳細要件 帳票レイアウトの見直しに合わせた修正

表記の修正以外に、説明文の追加や項目の位置変更を行っているため、次頁以降に3.0版と4.0版案の対比を示します。
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５．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付申請書等の見直し(2/7)

15_身体障害者手帳交付申請書

３．０版 ４．０版案

身体障害者本人の
記載欄と明確化

「（＊）申請者氏名の欄には、手帳の交付を受けようとされる
本人の氏名（保護者が申請される場合は保護者の方の氏名）を
記入してください。」の注意書きを追加し、固定文言１を設定

「保護者欄を記入いただくようお願い致します。」を
「保護者欄に必要事項を記入してください。」に変更

本人を申請者
に変更
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５．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付申請書等の見直し(3/7)

16_身体障害者手帳再交付申請書

３．０版 ４．０版案

身体障害者本人の
記載欄と明確化

「（＊）申請者氏名の欄には、手帳の交付を受け
ようとされる本人の氏名（保護者が申請される場
合は保護者の方の氏名）を記入してください。」
の注意書きを追加し、固定文言１を設定
「（＊）再交付申請の理由が「２．破損・汚損」
の場合は、個人番号は記入する必要はありませ
ん。」を（備考）から移動

本人を申請者
に変更

「保護者欄を記入いただくようお願い致します。」を
「保護者欄に必要事項を記入してください。」に変更
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５．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付申請書等の見直し(4/7)

12_療育手帳交付申請書

３．０版 ４．０版案

知的障害者本人の
記載欄と明確化

本人を申請者に変更
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５．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付申請書等の見直し(5/7)

13_療育手帳再交付・再判定申請書

３．０版 ４．０版案

知的障害者本人の
記載欄と明確化

本人を申請者に変更
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５．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付申請書等の見直し(6/7)

09_障害者手帳交付申請書

３．０版 ４．０版案

精神障害者本人の
記載欄と明確化

本人が18歳未満の場合
の記載欄と明確化

申請者が本人又は家族と
異なる場合に記載と変更
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５．身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付申請書等の見直し(7/7)

10_障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書

３．０版 ４．０版案

精神障害者本人の
記載欄と明確化

申請者が本人と異なる
場合に記載と変更
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６．PMHとの連携に関するPMH仕様書の変更等に伴う対応(1/2)

○ PMHとの連携に関するPMH仕様書の変更等に伴う対応は以下のとおりです。

No 対応内容 修正箇所

１
・差分連携の追加

・CSV形式のAPI連携の追加

・機能・帳票要件

08.自立支援医療（更生医療） 機能ID：0221278 を削除し、0221378 を追加

08.自立支援医療（育成医療） 機能ID：0221287 を削除し、0221380 を追加

08.自立支援医療（精神通院医療） 機能ID：0221295 を削除し、0221383 を追加

・ （別添１）PMH登録時の自立支援医療設定内容

CSV形式のAPI連携を追加、またデジタル庁が提供するAPI連携バッチ
処理を利用したCSV形式又はJSON形式のファイル出力を追加

差分連携やCSV形式追加に関する
対応予定事項を削除
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６．PMHとの連携に関するPMH仕様書の変更等に伴う対応(2/2)

・橙色が、3.0版から4.0版への変更箇所です。
・差分連携に対応するため、PMH仕様書に廃止を識別できる項目（例えば廃止日）を追加することをデジタル庁で検討して
おり、PMH仕様書が変更された場合は、当資料に反映する予定です。
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７．令和６年12月２日の健康保険証廃止に伴う対応(1/4)

○ 令和６年12月２日の健康保険証廃止に伴う対応は以下のとおりです。療養介護医療・基準該当療養介護医療、

肢体不自由児通所医療、自立支援医療（更生医療、育成医療、精神通院医療）に関する申請受付において健康

保険証情報を確認する際、健康保険証の目視による確認ができなくなりますので、これに代わる確認方法を検討

しており、標準仕様書4.0版案を作成しています。

No 対応内容 修正箇所

１
国民健康保険システム、後期

高齢者医療システムとの連

携機能の実装区分の見直し

障害者福祉共通の機能ID：0220014（国民健康保険システムに、国民健康保険情報を照会す

る）、機能ID：0220015（後期高齢者医療システムに、後期高齢者医療保険情報を照会する） に

ついて、障害者福祉システムの実装区分を標準オプションから実装必須に変更しています。

２
被保険者証記号、被保険者

証番号、被保険者証番号枝

番の見直し

06.障害福祉サービス等（受給者管理）、08.自立支援医療（更生医療）、09.自立支援医療（育成

医療）、10.自立支援医療（精神通院医療）について、管理項目「被保険者証記号」、「被保険者

証番号」、「被保険者証番号枝番」の３項目を「被保険者証記号番号枝番」の１項目に変更し、

関連する帳票詳細要件を修正しています。また、国民健康保険システム、後期高齢者医療シス

テムとの連携機能を実装必須に変更することや被保険者資格確認の方法が変わることから関

係する機能も変更しています。

機能・帳票要件

06.障害福祉サービス等（受給者管理） 機能ID：0220640、0221375、0221376

08.自立支援医療（更生医療） 機能ID：0220855、0220856、0221377

09.自立支援医療（育成医療） 機能ID：0220934、0220935、0221379

10.自立支援医療（精神通院医療） 機能ID：0221007、0221008、0221381

帳票詳細要件

06.障害福祉サービス等（受給者管理） 帳票ID：0220094、0220095、0220096、0220097、

0220119、0220122

08.自立支援医療（更生医療） 帳票ID：0220168、0220174、0220178

09.自立支援医療（育成医療） 帳票ID：0220183、0220187、0220193

10.自立支援医療（精神通院医療） 帳票ID：0220198、0220204、0220205

健康保険証の廃止に係る事務は標準準拠システムの移行期限前に運用が開始されていることから、実装必須機能の適合基準日は、
令和８年４月１日としています。
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７．令和６年12月２日の健康保険証廃止に伴う対応(2/4)

実装必須に変更

実装必須に変更

適合基準日は令和８年４月１日

適合基準日は令和８年４月１日
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７．令和６年12月２日の健康保険証廃止に伴う対応(3/4)

適合基準日は
令和８年４月１日

資格取得日、資格喪失日の管理、連携時の自動表示について
標準オプション機能として追加

被保険者証記号、被保険者証番号、被保険者証番号枝番の３項目を
「被保険者証記号番号枝番」の１項目に変更

１項目となるため、
印字編集条件を削除
※他の帳票も同様
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７．令和６年12月２日の健康保険証廃止に伴う対応(4/4)

育成医療、精神通院医療も同様に変更しています。

・被保険者証記号、被保険者証番号、被保険者証番号枝番の３項目を「被保険者証記号
番号枝番」の１項目に変更

・資格取得日、資格喪失日の管理、連携時の自動表示について実装必須機能として統合

適合基準日は
令和８年４月１日

１項目となるため、
印字編集条件を削除
※他の帳票も同様



８．標準化PMOツール等からのご意見・ご質問等を踏まえた機能の見直し（1/3）

20

No ご意見・ご質問の内容 検討論点・4.0版案の概要

１

【検討課題一覧 No. R5-102 】

前回要望した内容①について、根拠をお示ししますので、あらためてご確認いただきたいと

思います。

---

・旅客運賃割引種別に関して、「療育手帳の書き換えについて（平成３・９・24」児発810厚生

省児童家庭局通知）」１書き換えの内容について（３）に定められており、種別入力は必須の

ため障害程度に応じて自動反映できること。

Ａ判定⇒1種

Ｂ判定⇒2種

（理由）手入力では入力ミスが起こる可能性があり、誤表記の場合サービス利用に不利益が

生じるため。

---

前回回答

①ご意見の内容につきましては、障害程度コードは都道府県・指定都市で様々であるため、

デジタル庁が策定した基本データリストのコード一覧において「ユーザにて任意に設定」とし

ておりますので、旅客運賃割引種別への自動反映機能を用意しておりません。

障害程度コードの持ち方は自治体により異なるものの、

障害程度が重度の場合は旅客運賃割引は第１種、重度

以外は第２種でなるため、旅客運賃割引コードの入力誤

り抑止のために、自動反映機能を標準オプション機能で

追加いたしました。

○対応箇所

機能・帳票要件（03.療育手帳） 機能ID：0221370

２

【検討課題一覧 No.1 】

障害福祉サービスの事務処理要領のP87「（３）支給量又は地域相談支援給付量の定め方」

の「イ 短期入所」に各月ごとに異なる支給量を定める旨の記載があります。これは1回の支

給決定で複数月の支給量を決定するものだと認識しておりますが、その場合の管理方法に

ついてご教授ください。

機能ID：0220613の管理項目を月ごとに作成する必要がありますでしょうか。

現在動作しているシステムでは1回の支給決定で複数月の支給量を一括で登録できるので

すが、そのような管理方法でも構いませんでしょうか。

＜事務処理要領＞

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001083997.pdf

介護給付費等に係る支給決定事務等について（事務処理

要領）に記載のとおり、1回の支給決定で複数月の支給量

を登録できるように機能要件について見直しをさせていた

だきました。

○対応箇所

機能要件

機能ID：0221374
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No ご意見・ご質問の内容 検討論点・4.0版案の概要

３

【検討課題一覧 No.2 】

国制度手当（機能ID:0220468、0220481）・特別児童扶養手当（機能ID:0221173） 16歳以

上19歳未満の控除対象扶養親族数

各機能IDには、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族数は手入力できることと記載が

ありますが、標準仕様書（障害者福祉）3.0版では、6.障害福祉サービス等（受給者管理）、

08.自立支援医療（更生医療）、09.自立支援医療（育成医療）、10.自立支援医療（精神通

院医療）、11.補装具

機能ID:0221360、0221361、0221362、0221363、0221364

等の機能が追加され、以下の記載がされています。

「特定扶養人数」については、個人住民税システムから連携される項目を利用して自動算

出できること。※連携ID:010o008で連携されるデータ項目ID：01000362「扶養控除対象区

分」及び連携ID:010o009で連携されるデータ項目ID：01000117「被扶養者_宛名番号」より、

生年月日から対象有無を判断することを想定している。国制度手当・特別児童扶養手当

でも同様の機能を追加いただけますでしょうか。

ご意見を踏まえ、障害福祉サービス等や自立支援医療、補

装具と同様に、国制度手当、特別児童扶養手当についても、

「16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族数」について、個

人住民税システムから連携される項目を利用して自動算出

できる機能を追加いたしました

○対応箇所

機能・帳票要件

5.国制度手当 機能ID：0221372、0221373

12.特別児童扶養手当 機能ID：0221384

４

【検討課題一覧 No.6 】

食事療養標準負担額零円該当（入院時食事療養費）については、被保険者が精神病床

に入院した際に必要となる食費の一部を支給するものとなるため、精神通院医療業務で

は管理必須となる項目ではない想定です。オプション機能とするのが妥当ではないでしょ

うか。

【参考】

（別紙２）機能・帳票要件 機能ID：0221292

022_障害者福祉_基本データリスト

グループ名：精神通院医療情報 データ項目ID：022 04370

精神通院医療のに関しては食事療養費が発生しないことか

ら、「食事療養標準負担額零円該当フラグ」は管理項目と不

要であることから削除させていただきました。

○対応箇所

機能帳票要件

機能ID：0221292、0221382
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No ご意見・ご質問の内容 検討論点・4.0版案の概要

５

【検討課題一覧 No.7 】

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給（却下）通知書および

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書の「不

服申立て及び取消訴訟」の審査請求先は都道府県ではなく、市町村となる

ため、見直しが必要である。

事務処理要領でも、「第１１審査請求」へ計画相談支援給付費については

審査請求は市町村としており、障害児相談支援給付費も同様である。

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給（却下）通知書および

計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給決定取消通知書の「不

服申立て及び取消訴訟」の審査請求先を市町村長へ修正しました。

○対応箇所

帳票レイアウト

帳票ID：0220107、0220125
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９．特別児童扶養手当証書の廃止に伴う対応（正誤表による対応）

○ 特別児童扶養手当証書の廃止に伴う正誤対応は以下のとおりです。なお、追加の省令改正に伴い軽微な表記

修正や自治体間でやりとりする帳票の押印廃止も対応しています。

No 対応内容 修正箇所

１ 記号、番号の表記を、受給者記号、受給者番号に修正

機能・帳票要件

帳票詳細要件

帳票レイアウト

２

省令改正に伴う軽微な表記修正

・「印鑑証明書、身分証明書等の正当な受取人」を「印鑑証明書又は身分証明書等の正当な受取人」に修正

・「市町村長」を「市区町村長」に修正

・「養育申立書・証明」を「養育申立書・証明書」に修正

・「様式第○号(第○条関係)」を「様式第七号(第九条関係)」に修正

帳票レイアウト

３

自治体間でやりとりする帳票の押印廃止対応

・「市 町 村 長 印」を「市 町 村 長」に修正

・「都道府県知事・指定都市市長 印」を「都道府県知事・指定都市市長」に修正

・上記に伴い、帳票詳細要件の「電子公印」のシステム印字項目を削除

受給証明申請書に個人番号欄を追加

帳票詳細要件

帳票レイアウト

正誤表の抜粋  ※ 対応内容は、「障害者福祉システム標準仕様書【第3.0版】正誤表」に記載しています。
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